
 1 

平成20年７月８日 

 

 

自民党道州制推進本部「道州制に関する第３次中間報告（案）」について 

 

 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

 

このたび、自民党道州制推進本部「道州制に関する第３次中間報告（案）」が明らかにな

った。 

私は、昨年３月の道州制調査会及び本年６月道州制推進本部の会議に出席し、道州制に

対して過度に期待することなく、国、地方を通じた行政システム全体の問題として検討す

る必要があるとの立場で意見を表明してきた（別紙参照）。 

今回公表された第３次中間報告（案）では、道州制のメリットが明記されているものの、

その論拠が不明確であるほか、道州制下における税財政制度などが具体的に示されていな

いなど、下記のような問題がある。 

国民的なコンセンサスがないままに、道州制ありきの議論を進めることのないよう以下

のとおり指摘し、まずは第二期地方分権改革を着実に推進するよう求めたい。 

 

記 

 

１ 道州制論議への基本姿勢 

(1) 道州制に対する「漠然とした期待」が大きすぎるのではないか。 

(2) 道州制については、地方の統治システムだけではなく、わが国全体の統治システム

のあり方として議論されるべきである。 

 

２ 「道州制導入のメリット・デメリット」（P２～３）について 

(1) 道州制の導入により、「充実した教育」「少子高齢化対策」などが実現されるとする

論拠が不明確である。 

(2) 道州制導入のデメリットについての具体的な対応策を明示するべきである。 

(3) 中央政府に権限が温存される「国の総合出先事務所的」な道州制では、かえって国

家支配が強化されることになる。 

 

３ 「道州の区割りのあり方・道州の州都のあり方」（P４、P11）について 

道州制に対する十分なコンセンサスがないまま区割り論を先行させてはならない。 
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４ 「道州と国の役割分担・道州に対する国の関与のあり方・道州制下における中央省庁

体制のあり方」（P５、P16）について 

(1) 地方の政策や制度の基本、基準などは、地方が定めることを原則とするべきである。

国の関与があってはならない。 

(2) 中央省庁の再編解体の具体像を明示するべきである。 

 

５ 「道州の議会及び首長のあり方・道州と国会のあり方」（P７）について 

(1) 道州議会の機能や国会との役割分担を明確に位置づけるべきである。 

(2) 国から道州・基礎自治体への権限移譲に併せて、国会の権能を縮小する観点から、

国会及び国会議員のあり方の具体像を明示するべきである。 

 

６ 「道州制下の基礎自治体の規模等」（P８～９）について 

(1) 民主主義の統制が行き届く範囲には、おのずから限界があるなかで、道州において

「住民自治」を確保するのが困難になる。 

(2) 現在の府県単位に「支庁」を置かざるを得ず、道州－支庁－市町村という実質三層

制の地方自治制度となってしまうため、この支庁のあり方についても、住民代表の観

点から検討するべきである。 

 

７ 「道州の税財政制度」（P９）について 

(1) 国から移譲される多くの権限、事務に応じて、所得税や消費税に代表される偏在性

が少なく安定的な基幹税目を道州へ移譲するべきである。 

(2) 「シビルミニマム交付金」と称する国庫補助負担金は、地方の自由度・裁量性を高

めることにつながらず、地方分権に逆行するものである。 

(3) 道州間の必要な財源保障、財政調整は、国の役割ではなく、道州自らが実施するべ

きである。 

(4) 国の行革のためだけの道州制導入にならないよう、ましてや膨大な国の財政赤字の

つけを地方に回すようなことのないよう、十分に留意するべきである。 

 

８ 「道州制導入のプロセス」（P10）について 

(1) 道州制を憲法上、明確に位置づけるべきである。 

(2) 道州制の一律導入ではなく、関西広域連合（仮称）のような、地域の実情にあった

取組を推進していくべきである。 
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標準的、画一的な基準のもとにサービスを提供してきた中央集権型の行政システムから、

広域化、多様化する住民ニーズに柔軟に対応できる分権型の行政システムへの転換をめざ

して、道州制の導入が議論されている。 

国の仕事を純化する一方で、道州が自治立法権と自治財政権を有する連邦型の道州制で

あるならば、分権型の行政システムとして、道州制も選択肢の一つになり得るものと考え

られる。しかしながら、政府の道州制ビジョン懇談会の「中間報告」（本年３月）を見ても、

多くの課題が先送りにされており、全国知事会が「道州制に関する基本的な考え方」（平成

19年１月）で示した基本原則をクリアしたものとは言えない状況にあるなかで、多くの懸

念が残る道州制ありきの議論を進めることには慎重でなければならない。 

 

 

 

(1) 道州制に対する漠然とした期待が大きすぎないか 
 

ア 道州制への過度の期待 

社会的、経済的な閉塞感のなかで、道州制に対する漠然とした期待があまりにも

大きく、先行しすぎている。 

イ わが国全体の統治システムのあり方の議論 

地方の統治機構のあり方だけでなく、国の中央省庁や国会も含めたわが国全体の

統治システムのあり方がワンパッケージで整合性をもって検討されなければならな

い。しかも、国民の間での十分なコンセンサスが得られることが必要である。 

 

(2) 国の行財政改革や財政再建の手段として考えられているのではないか 
 

地方においては、職員の給与削減にまで踏み込み、徹底した一般歳出の削減を実行

してきたが、その間の国の一般歳出は、１兆４千億円程度の削減にとどまり、この数

１ 道州制ありきの議論の危険性 

２ ７つの懸念 

別紙 
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年間は逆に増加させている。 

また、三位一体改革において、４兆７千億円の補助金が整理されたが、補助率削減

による国の負担の肩代わりがほとんどであり、その一方で、地方への税源移譲は３兆

円に留まったうえに、５兆１千億円もの地方交付税が減額された。 

結局は、都道府県を解体して道州制を導入することにより、国による国のための行

財政改革や財政再建を進めようとしているのではないかと疑わざるを得ない。 

 

(3) 中央政府の解体再編や国会の機能縮小に向けた合意形成はできるのか 
 

ア 国と地方の役割分担の基本原則 

国の役割を外交、防衛、通貨、司法など国家の存立にかかわる事務に純化し、国

民生活にかかわる行政サービスは地方が担うという基本原則に照らして、中央政府

の機能や官庁のあり方も同時に提示されなければならない。 

イ 国会の機能の見直し 

中央政府や官庁のあり方と併せて、国会や国会議員のあり方について、その具体

的なしくみが示されなければならない。国の役割が限定される結果として、国会の

機能も純化・縮小されることについての合意形成が不可欠である。 

 

(4) 「国の総合出先事務所的」道州制による中央集権化が進むだけにならないか 
 

国の権限が留保され、国の地方支分部局が有する権限のみが道州に移譲される「国

の総合出先事務所的」な道州制では、かえって中央集権が強化されることになってし

まう。 

 

(5) 道州の自治の保障はあるのか 
 

ア 自治立法権の保障 

道州の役割や権限について、国会が法律を定める場合は、大枠にとどめるべきで

あり、具体的な内容については道州議会の立法に委ねるべきである。 

イ 自治財政権の保障 

道州制を導入するのであれば、課税自主権の保障はもちろん、わが国の税体系全

体を抜本的に見直し、税源の抜本的な再配分を行うことが不可欠である。その際に

は、国から移譲される多くの権限、事務に応じて、所得税や消費税に代表される偏

在性が少なく安定的な基幹税目を道州へ移譲するべきであり、さらに、道州間の財

源保障・財源調整を道州自らが担うしくみとするべきである。 
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(6) 住民自治の観点からも問題があるのではないか 
 

ア 民主主義の統制の限界 

現行の都道府県よりもはるかに広大となる道州においては、政策決定の主体が住

民から見えにくく、国に近い存在とならざるを得ない。民主主義の統制が行き届く

範囲には、おのずから限界があると思われる。 

イ 実質３層制の地方自治組織 

道州の首長は、広大な区域の全域に対して責任を負うことができるのだろうか。

結局は、現行の府県単位で支庁を置かざるを得ないのではないか。 

ウ さらなる市町村合併への抵抗 

道州制導入に伴い、基礎自治体である市町村の規模を拡大する必要があるとの主

張も見受けられるが、相当程度の市町村合併が進んだなか、今以上の市町村合併を

住民が支持するとは思えない。 

エ 大都市制度の見直し 

政令市は、一つの基礎自治体としては極めて規模が大きく、住民代表性のない区

長が重要な職務を行っている。むしろ政令市は、東京都のように、区ごとに特別市

として分割するべきではないか。 

 

(7) 憲法上の位置づけをどう考えるのか 
 

想定されている道州は、一国の人口、経済規模に匹敵するほど巨大であり、わが国

の統治システムを大きく変えるものである。こうした道州が憲法に定める地方自治の

本旨を全うする地方公共団体であると言えるのか。道州の位置づけが憲法上明確にさ

れなければならないのではないか。 

 

 
 
 

分権型社会の構築に向けて今なすべきことは、道州制といった架空の制度の議論に力

を注ぐことではなく、まずは、現行都道府県制度の下で、国から地方への権限と税財源

の移譲を進め、地域性や個性が発揮される行政システムの実現をめざすことである。こ

うした認識のもと、関西では、広域課題に対して効果的に対応する現実的なアプローチ

として、これまでの広域連携の取組を発展させる形で、国の事務の受け皿機能を持つ関

西広域連合（仮称）の設立に向けた検討を進めている。 

３ 今なすべきこと 


































